
環境省への事前質問 
河川、海域及び地下水の水質について 

令和５年度公共用水域水質測定結果（令和７年４月）＊１によれば、PFOS 及び

PFOA は、河川 978 地点で測定され 53 地点で暫定指針値を超過し、超過率 5.3％は要

監視項目 27 項目中最も高い値である。平成 6 年度以降の累計においても 2443 地点で

127 地点超過、超過率 5.2％と最も高い。 

地下水と合わせた測定地点は、39 都道府県、2,078 地点（河川：981 地点、湖沼：

37 地点、海域：99 地点、地下水：961 地点）は前年度 1,258 地点より増加している

が、指針値（暫定）を超過した地点 22 都府県、242 地点のうち超過が新たに確認され

た調査地点は 42 地点とされている。 

① 概況調査等で新たな超過が確認され続けていることは、概況調査が十分でないこ

とを示しているのではないか 

② 河川で最も高い超過率である調査結果をどう評価しているのか 

③ 大阪府の味生排水路で 7,800ng/L、摂津市の地下水から 26,000 ng/L など各地か

ら指針値（暫定）を桁違いで上回る値が報告＊２されていることをどう評価して

いるのか 

＊１ https://www.env.go.jp/content/000310475.pdf 

＊２ https://www.env.go.jp/content/000310066.pdf 

 

環境基準の設定について 

 2024 年６月に内閣府食品安全委員会が、PFOS、PFOA についてそれぞれ耐容一日

摂取量（TDI）を示した。同委員会の評価書＊３は「まずは、今回設定した TDI を踏

まえた対応が速やかに取られることが重要である。そのためには、PFAS にばく露さ

れ得る媒体（飲料水、食品等）における濃度分布に関するデータの収集を早急に進

め、その調査結果等をもとに、高い濃度が検出された媒体に対する対応を一層進める

ことが必要である。」と指摘している。これを受け、水道水については水質管理目標設

定項目から水質基準に 2026 年度から格上げすることが決まっている。 



① ところが公共用水域及び地下水については、要監視項目との位置づけのままであ

り、環境基準とされない。これはなぜか。要監視項目の指針値変更に伴う施行通

知（令和７年 6 月 30 日付環水大管発第 2506309 号）＊４においても、「今般、

内閣府食品安全委員会の評価書を踏まえると、毒性学的に明確な基準値又は指針

値の設定が可能と判断される」としている。基準値の設定が可能としていること

を踏まえて回答されたい。 

② 水道水質基準の達成には、活性炭処理での対処もできるが、水道原水の水質改善

が基本と考えるが、いかがか 

③ 過去に、水道水質基準が設定されたタイミングで、人の健康の保護に関する環境

基準にならなかった項目と、その理由、その後の経過（遅れて環境基準になった

など）を示されたい。 

④ 令和５年度公共用水域水質測定結果によれば、河川における環境基準の健康項目

は 3,814 地点で測定され、145,171 検体であるのに対し、PFOS 及び PFOA は

978 地点（検体数記載なし）に過ぎない。これで十分だと考えているのか？ 

⑤ 要監視項目は「引き続き知見の集積に努めるべき項目」であるが、今後、環境基

準に格上げになるのは、どのような知見が集積された場合か？ 

＊３ 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20240625001&f

ileId=201 

＊４ https://www.env.go.jp/content/000325019.pdf 

 

排水基準の設定について 

 「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第２版）」（令和６年 11 月 29 日環水大

管発第 2411291 号）＊５においても「水環境中への排出源となり得る主な施設として

は、PFOS 及び PFOA が含まれる泡消火薬剤を保有する施設、フッ素系界面活性剤の

製造施設、これらの製品を利用するフッ素系樹脂の製造施設、繊維や織物関係で特に

表面処理を施す施設、半導体関連その他の電子材料関連施設、金属メッキやエッチン

グ関連施設、製紙・紙工業、ゴム・プラスチック関連施設等が考えられる。また、こ

れらの製品を処理した実績のある廃棄物処理施設や有機フッ素化合物を取り扱ってい

る施設からの排水を受け入れている下水道処理施設等も水環境中への排出源となり得

ると考えられる。」とされている。 



① これら施設の排出実態に関する調査の実施状況及び現在までに得られている知見に

ついて説明されたい。 

② 「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第２版）」では、「目標値等を超過

し、それが特定の原因によると疑われ、かつ、継続性があると判断される場合は、

必要に応じて、排出源の特定のための調査を実施し、濃度低減のために必要な措置

を検討することが考えられる。」としている。これまで都道府県・水質汚濁防止法

政令市から、排出源特定の調査結果等についてどのような報告がされているのか 

③ これまでに得られている知見からも、速やかに排水基準を設定すべきだと考えるが

いかがか 

＊５ https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf 

 

産業廃棄物処分場について 

 排出源の一つとして考えられる廃棄物処分場については、千葉県環境センター＊６や

岩手県環境保健研究センター＊７が行った調査で、浸出水や放流水、地下水から指針値

を超過する値が報告されている。特に安定型処分場においては、展開検査において

PFAS 汚染物の搬入を防ぐことはできず、地下水汚染を防止する対策は皆無である。 

① 千葉県や岩手県の調査結果をどう評価しているのか 

② 安定 5 品目にも PFAS 含有・付着していることは疑いがなく、展開検査では除けな

いことを認めるか 

③ 安定型処分場では、排出者の善意に頼るしかなく、全国で高濃度の汚染源になって

いることを認めるか 

④ 2010 年の中環審廃棄物処理制度専門委員会報告書＊８は「安定型最終処分場類型を

廃止するのではなく、その実態を把握・評価し、安定型５品目以外の付着・混入を

防止するための仕組みの強化や、最終処分場において浸透水等のチェック機能の強

化等について更に検討していくべき」としたが、その後の更なる検討はどのように

行われ、どのような結果だったのか 

⑤ PFAS 対策を考えると、2007 年に日本弁護士連合会が提言＊9 した安定型処分場の

区分をなくすことを改めて検討すべきと考えるがいかがか 

⑥ 至急の措置として、産業廃棄物の最終処分場を水質汚濁防止法の適用除外としてい

る水質汚濁防止法施行令第１条別表第 1 を改正し、都道府県、政令市が汚染水の

発生源に立入り、指導できるようにしてはどうか。 



⑦ PFAS 含有廃棄物を、有害廃棄物（特別管理産業廃棄物）に位置付けて法規制をか

けるべきと考えるがいかがか 

⑧ ９月１０日付環境新聞は、処分場の適切な運用法を示す手引きの策定を目指す専門

家による検討会を近く環境省が立ち上げると報じていた。この検討会について説明

されたい。 

＊６ https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/hai-ka/nenpou/documents/ar2012haika-

k001.pdf 

＊７ https://www.ee-net.ne.jp/ms/sympo08/abstract-pdf/01_sasaki.pdf 

＊８ https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-03/y0320-03a.pdf 

＊９ https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2007/070823_5.html 

 

PFOS 、PFOA 以外の PFAS 対策 

令和 5 年度の要調査項目等存在状況調査＊10 において、PFHxS は 86 地点中 60 地点で

検出下限値を上回って検出され、検出頻度は 69.8%であった。 

① この結果をどのように評価しているか 

② 極めて高い値が検出されている沖縄県や神奈川県の地点は米軍基地との関係が疑わ

れるが、どのように考えているのか 

＊10 https://www.env.go.jp/content/000241707.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）環境新聞  

 



 


